
令和8年度
滋賀県言語聴覚士会総会

日時：令和8年6月13日（土）9：00〜

場所：zoom



令和7年度事業報告



執行部報告 ー全体報告ー

• 総会、理事会、学術行事はzoomを利用したオンライン研修を実施した。

• 失語症意思疎通支援事業は現地開催で実施した。

総会実施、R8年度の選挙公募 県士会組織の整備・調整

日本言語聴覚士協会・近畿府県士会との活動協力 県民参画事業（県リハセン共催）

災害対策研修会（滋賀JRAT） 被災地支援活動

学術行事（先輩に聞いてみよう、症例検討会、生涯学習基礎講座）

啓発活動、ホームページ更新 3士会合同研修（災害リハ研修等）

失語症意思疎通支援者事業
びわこリハビリテーション専門職大学との連携
協定締結

定期理事会

主な活動内容



会長活動報告
言語聴覚士会理事会の招集/開催＊

滋賀県リハビリテーション協議会＊

滋賀県リハビリ3士会会長会議＊

滋賀県POS連絡協議会（家守）＊

地域リハビリテーション人材育成活用検討会議（県リハ）

滋賀県リハビリテーション職能団体会長・POS連絡協議会会長会議＊

国スポ・障スポ実行委員会総会＊

全国都道府県士会長会議＊

士会協会連携体制構築連絡協議会＊

近畿府県士会交流会および近畿府県士会合同会議

滋賀県主催 在宅医療セミナー検討会（家守）

地域リハビリテーション活動支援事業

失語症意思疎通支援者事業＊ ＊は複数回出席



会計報告／会計監査

摘要
令和7年度
予算案

令和7年度
決算

収入の部

会費 ¥4,000×100名 ¥400,000 ¥420,127

活動支援金 ¥100,000 ¥99,375

基礎講座受
講料

県外・非会員参加
者参加費¥2,000

¥50,000 ¥100,000

利子 ¥500 ¥1,969

小計 ¥550,500 ¥621,471

繰越金 ¥1,485,277 ¥1,485,277

合計 ¥2,035,777 ¥2,106,748

摘要
令和7年度
予算案

令和7年度
決算

支出の部

事務関連費
事務物品費
郵送代
ZOOM契約料など

¥90,000 ¥106,684

渉外費 後援費用など ¥10,000 ¥24,220

教育・研究費
会場使用料
講師代、資料代、茶菓子代

¥100,000 ¥90,000

啓発活動費 イベント雑費 ¥30,000 ¥39,004

士会活動・
旅費交通費費

近畿交流会・会長会議費・
JIMTEF研修会費用・防災
訓練出展費・訪問リハ研修
費・失語症支援事業

¥200,000 ¥167,720

士会運営費 理事会費、雑務・執筆代 ¥100,000 ¥115,000

選挙費 ¥0 ¥0

積 立 金 ( 災 害 ・
JRAT派遣用）

¥20,000 ¥0

合計 ¥550,000 ¥542,628



事務局報告

1）令和7年度定期総会をzoomにて開催

2）他団体との諸連絡その他の事務処理

3）会員への諸連絡その他の事務処理

（入会・退会・登録情報の管理等）

4）事務局問い合わせ（個人の相談等）への対応



財務部

1）年会費の出納

2）県士会活動費の出納

3）会計報告（上記報告済み）

＊失語症事業は県からの基金のため、士会の会計から除外。

会計は滋賀県理学療法士会に委託。



学術部 *全てzoom開催

令和7年度は学術行事を計7回開催し、延べ172名（県内78名、県外94名）が参加した。

第1回（令和7年6月8日）

先輩に聞いてみよう「半側空間無視へのアプローチ」 41名（県内26／県外15）

第2回（令和7年7月4日）

基礎講座「言語聴覚士の倫理」 21名（県内5／県外16）

第3回（令和7年8月22日）

嚥下障害症例検討会 42名（県内12／県外30）

第4回（令和7年9月5日）

基礎講座「EBPに基づく臨床と研究法の基礎」 8名（県内6／県外2）

第5回（令和7年10月3日）

先輩に聞いてみよう「幼児の発達（4～6歳を中心に）」 22名（県内14／県外8）

第6回（令和7年11月21日）

先輩に聞いてみよう「STのためのシングルケース研究法」 17名（県内6／県外11）

第7回（令和8年1月30日）

小児症例検討会 21名（県内9／県外12）



広報部

1. 県士会ホームページの運営・管理

2. 広報活動：リレーメッセージ、県士会活動の発信、ホームページの
掲示板設置・撤去(荒らしのため）

3. 県立リハビリテーションセンターおよびPOS各士会との県民参画事
業の運営・開催



保険部

1）滋賀県POS連絡協議会・POSコア会議 参加、県基金の運用・会計

2）全国訪問リハ・地域リーダー会議 参加

3）地域リハビリテーション活動支援推進のための人材育成事業にお
ける基礎研修・導入研修の開催および運営



リスク管理部

1）災害時リハ対策窓口担当（滋賀JRATと連携）

2）滋賀県総合防災訓練への参加

3）JRAT近畿会議への出席

4）滋賀JRAT会議出席、研修会開催

5）近江八幡市での防災講座の講演



事業部

1）滋賀県失語症者向け意思疎通支援者養成講座の開催・運営・会計

2)滋賀県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の運営・派遣調整・
会計

3）失語症における県民講座の開催・運営・会計

3)失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研修会への会員派遣

4)滋賀県在宅医療セミナーの参加および運営会議の参加

5)滋賀県多職種連携学会の参加および運営会議の参加



失語症意思疎通支援事業

• 滋賀県からの委託金で実施

• 税金処理等があるため、会計は滋賀県理学療法士会へ委託

• 委託金：1,669,000円
• 意思疎通支援者養成事業： 1,094,555円
• 支援者スキルアップ講座 ： 23,668円
• 意思疎通支援者派遣事業： 507,425円
• 意思疎通支援者指導者養成事業： 0円（zoom開催のため）
• 失語症県民啓発事業： 43,420円

＊超過分68円は県士会負担
＊決算報告書は県へ提出済み



決議1

第一号議案

令和7年度事業報告について

賛成の方はzoomのリアクションで「挙手」を押してください。



令和8年度理事体制



士会の役割
• STとしての職能・職域を維持するため、職業を守るための組織

• STの収入：診療報酬、介護報酬、障害サービス利用料等

• 報酬の決定：厚労省
• どのように決定されるか？

×勝手に決まる

△何も要望を出さなければ報酬は切り下げられる

◎団体が要望を出す→議員を動かす政治力が必要

要望：×個人、〇組織

→そのためには協会と士会の連携が必須！！



言語聴覚士国家試験合格者動向



2025年度 都道府県士会会員数
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協会会員動向



滋賀県内の言語聴覚士会員の状況 2026年4月時点

湖西圏域：5名

大津圏域：22名

湖南圏域：31名

その他：7名

湖北圏域：14名

湖東圏域：7名

東近江圏域：21名

甲賀圏域：7名

合計：114名



今年度以降の士会の主な業務と事業

主な業務

・事務局

・財務

・学術

・広報

・リスク管理・災害リハ

・保険部門

・小児

主な事業

・滋賀県リハビリテーション推進団体協議会
（士会＋各圏域）

・失語症意思疎通事業（協会＋県）

・在宅医療セミナー（県）

・県民参画事業（県リハセン）

・多職種連携学会（県リハセン）

・滋賀JRAT（県、リハ推、医師会）

・その他



組織図

会長

事務局

財務部

学術部

広報部

リスク管理部

保険部
小児・教育

地域

事業部
失語症意思疎通

県・県リハ関連

理事1名

理事1名

理事2名

理事1名

理事1名

理事1名

理事3名

理事2名

理事2名配置理事の総計 14名

総会資料作成・配布、他団体の連絡係、会員管理、
メール管理

会費管理、運用費の管理

研修会（協会基礎講座、先輩に聞いてみよう）開催、
症例検討会の開催

ホームページの管理、web広報誌

滋賀JRATとの窓口、災害時の本部、
災害に関して他団体との連絡係

小児関連の事業展開、
養護学校や放課後デイなどの現状把握と対策

POS連絡協議会との連絡係
訪問実務者研修会との連絡係

失語症意思疎通支援者養成講座の運営
当事業における県庁担当者との連絡係

事業活動（在宅医療セミナー、県民参画事業、多職
種連携学会etc）における連絡係

主な業務内容



各圏域への理事の配置

0名

3名

4名

1名

3名

1名

2名

圏域別の会員数 R8.4月現在

２次医療圏域 会員数 理事数

大津圏域 22名 3名

湖南圏域 31名 4名

甲賀圏域 7名 1名

東近江圏域 21名 3名

湖東圏域 7名 1名

湖北圏域 14名 2名

湖西圏域 5名 0名



新理事体制

役職 氏名 圏域 所属 担当

会長（継）
リスク管理部長（継）

佐敷俊成 湖南 滋賀県立総合病院
滋賀JRAT、リスク管理
滋賀県リハビリテーション推進団体協議会 etc

副会長（継）
事務局長（継）

甲斐始 東近江 ヴォーリズ記念病院
事務局全般
失語症意思疎通支援事業

副会長（継）
保険部長（継）

家守秀知 大津 大津日赤病院
滋賀県リハビリテーション推進団体協議会
失語症意思疎通支援事業
訪問実務者研修

財務部長（継） 阪下浩平 東近江 近江温泉病院 財務全般

学術部長（継） 田邉信彦 湖北 市立長浜病院
研修全般
協会基礎講座、症例検討会 etc

広報部長（継） 高山圭 大津 滋賀医科大学附属病院 県・県リハ関連事業

理事（継） 平川圭子 湖南 滋賀県立総合病院 滋賀県リハビリテーション推進団体協議会

理事（継） 伊井純平 大津 フリーランス
滋賀県リハビリテーション推進団体協議会
県・県リハ関連事業
失語症意思疎通支援事業

理事（継） 相宗菜摘 湖南 滋賀県立総合病院 小児分野事業

理事（継） 畑孝司 甲賀 甲西リハビリ病院 滋賀JRAT、リスク管理

理事（継） 塩谷祐子 湖南
リニエ訪問看護ステーション草津
リニエプラッツ草津

滋賀県リハビリテーション推進団体協議会
県・県リハ事業、地域リハ関連

理事（継） 長谷川味香 湖北 長浜赤十字病院
研修全般
協会基礎講座、症例検討会 etc

理事（継） 小野奈津子 湖東 彦根中央病院 滋賀県リハビリテーション推進団体協議会

理事（継） 岩本徹 東近江 びわこリハビリテーション専門職大学
失語症意思疎通支援事業
県・県リハ関係



決議2

第二号議案

新理事体制について

賛成の方はzoomのリアクションで「挙手」を押してください。



令和8年度事業計画・予算案



執行部提案ー全体方針ー

総会実施、R8年度の選挙公募 県士会組織の整備・調整

日本言語聴覚士協会・近畿府県士会との活動協力 県民参画事業（県リハセン共催）

災害対策研修会（滋賀JRAT） 被災地支援活動

学術行事（先輩に聞いてみよう、症例検討会、生涯学習基礎講座）

啓発活動、ホームページ更新 3士会合同研修（災害リハ研修等）

失語症意思疎通支援者事業 びわこリハビリテーション専門職大学との連携

定期理事会



令和8年度予算案
摘要

令和7年度
決算

令和8年度
予算案

収入の部
繰越金 ¥147,5620 ¥1,475,620
会費 ¥4,000×100名 ¥303,537 ¥400,000
活動支援金 ￥99,375 ¥100,000 
基礎講座受
講料

県外・非会員参加
者参加費¥2,000

¥86,000 ¥50,000 

利子 ¥666 ¥10 

合計 ￥1,965,198 ¥2,025,630 

摘要
令和7年度

決算
令和8年度
予算案

支出の部

事務関連費
事務物品費
郵送代
ZOOM契約料など

￥64,362 ¥90,000 

渉外費 後援費用など ￥7,985 ¥10,000 

教育・研究費
会場使用料
講師代、資料代、茶菓子代 ￥161,000 ¥100,000 

啓発活動費 イベント雑費 ￥6,014 ¥30,000

士会活動・
旅費交通費

近畿交流会・会長会議費・
JIMTEF研修会費用・防災
訓練出展費・訪問リハ研修
費・失語症支援事業

￥167,560 ¥250,000

士会運営費 理事会費、雑務・執筆代 ¥73,000 ¥112,000 

選挙費 ￥0 ¥0 

積 立 金 ( 災 害 ・
JRAT派遣用）

￥0 ¥20,000 

合計 ￥479,921 ¥612,000



事務局

1）令和8年度定期総会開催運営

2）他団体への諸連絡その他の事務処理

3）会員への諸連絡その他の事務処理

（入会・退会・登録情報の管理等）

4）事務局問い合わせ（個人の相談等）への対応



財務部
1）年会費の出納

2）県士会活動費の出納

3）会計報告

他金融機関からゆうちょ銀行への振り込みの際の振込手数料は自己負
担していただきますようご協力よろしくお願いいたします。

払込取扱票による振り込みは手数料が掛かりませんのでご利用ください。

＊失語症事業は県からの基金のため、士会の会計から除外

会計は滋賀県理学療法士会に委託



学術部
1）Web開催での研修会

基礎講座

7月3日『3．チーム医療のありかた』（佐敷先生）

9月18日『4．言語聴覚士のキャリア形成』 （田邉先生）

先輩に聞いてみよう

6月13日『右半球損傷のコミュニケーション障害の評価と対応』（種村純先生)

10月16日『明日から臨床に活かす最新の摂食嚥下リハ』（岩本徹先生）

11月 内容未定

2）症例検討会（日程調整中・症例募集中）

8月7日（金）嚥下障害：介入が奏功せず発症に至った訪問リハの症例

1月 内容未定

2月 内容未定



広報部

1）県士会ホームページの運営・管理

2）広報活動：リレーメッセージ、県士会活動の発信

3）県立リハビリテーションセンターおよびPOS各士会との県民参画事
業の運営・開催



保険部

1）滋賀県リハビリテーション推進団体協議会（リ推協、旧POS連絡協議
会）・コア会議 参加、県基金の運用・会計

2）全国訪問リハ・地域リーダー会議 参加

3）滋賀県訪問リハビリ振興委員会運営会議・滋賀県訪問リハビリ実務
者研修会開催および運営

4）地域リハビリテーション活動支援推進のための人材育成事業におけ
る基礎研修・導入研修の開催および運営



リスク管理部

1）災害時リハ対策窓口担当（滋賀JRATと連携）

2）滋賀県総合防災訓練への参加

3）JRAT近畿会議への出席

4）JIMTEF災害医療研修受講：1名（予定）

5）各圏域での県士会災害担当窓口の依頼の継続



事業部

1）滋賀県失語症者向け意思疎通支援者養成講座の運営・開催・会計

2）滋賀県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業の運営・派遣調整・会計

3）失語症における県民講座の運営・開催

4）失語症者向け意思疎通支援者指導者養成研修への会員派遣

5）滋賀県在宅医療セミナーの参加および運営会議の参加

6）滋賀県多職種連携学会の参加および運営会議の参加



失語症者向け意思疎通支援事業

県及び市町村と連携して、失語症者
が地域の一員として安心して自分らし
い暮らしをすることができるように、失
語症者の外出に同行したり、交通機
関の利用を援助したり、当事者会（失
語症友の会など）でのコミュニケーショ
ンの援助などを行うことのできる、失
語症者向け意志疎通支援者の養成を
行います。

厚生労働省より委託され、協会が主
催している研修会に年１〜２名参加し
てもらい、養成講座の講師を育成して
います。

今年も10名まで募集します。希望者は事務局まで！



決議3

第三号議案

令和8年度事業計画・予算案について

賛成の方はzoomのリアクションで「挙手」を押してください。



定款（会則）の変更



第２章 第５条（会員）

変更前

3．なし

変更後

3．本士会会員は日本言語聴覚
士協会に正会員として入会するこ
ととする。

付則

第5条-3は令和9年4月から有効
とする。



第６条（入会）

変更前

会員になろうとする者は、入会申
込書に、別に定める会費を添え
て会長にて提出し、理事会の承
認を受けなければならない。

変更後

会員になろうとする者は、士会
ホームページの入会申込フォー
ムにて提出し、理事会の承認を
受けなければならない。



第８条（会員の資格喪失）

変更前
資格喪失の項目なし

変更後
第８条（会員の資格喪失）

1. 退会したとき

2. 成年被後見人又は被保佐人になったと
き

3. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は
会員である団体が解散したとき

4. ２年以上会費を滞納したとき

5. 除名されたとき

6. 会員が言語聴覚士の免許を取り消され
たとき

7. 日本言語聴覚士協会の正会員資格を
喪失したとき

＊以降、条数を1つずつ変更する。



第９条（任意退会）

変更前

第8条（退会）

1．会員は、退会届を会長に届け
ることにより退会することができる。
2．会員が会費を2年間にわたり
未払いの場合は退会したものと
見なす。

変更後

第9条（任意退会）

1．会員は、別に定める退会届を
提出することより、任意に退会す
ることができる。
2．前項の退会届は、退会する年
度までの経費負担を履行してい
なければ、提出できない。



第13条（役員の任期）

変更前

2．会長の任期は、2年とする。た
だし、再任を妨げないが、4期8年
を限度とする。

変更後

2．会長の任期は、2年とする。た
だし、再任を妨げない。



決議4

第四号議案

定款の変更について

賛成の方はzoomのリアクションで「挙手」を押してください。



協会から：士会・協会連携体制構築

• 士会・協会の連携・情報の一致化について

• 会員情報：協会が一元管理する。

• 会費納入：協会が協会費と同時に士会費を徴収する。

＊士会費の変更は、士会総会での承認が必要

• 加入：今後、士会・協会の同時加入が必須となる。窓口は協会。

• 2026年度（R8）から開始、2030年度（R12）完了目標











損害賠償保険
• 協会加入者は自動的に損害賠償保険（基本保障）が付帯

• 協会年会費10,000円（834円/月）でこの保証が付帯

→言い換えれば、834円/月で損保に加入していることとなる

基本補償（年会費に含まれる） 追加補償（任意、1,600円/年）

対人賠償
1事故3,000万円
（保険期間中最大9,000万円）

1事故1億円
（保険期間中最大3億円）

対物賠償 なし
1事故・保険期間中100万円
（免責金額 1事故 1,000円）

人格権侵害 1事故・保険期間中300万円 なし

初期対応費用 なし

1事故100万円
(うち身体障害についての見舞費用
は、1事故において被害者1名につ
き3万円限度)

弁護士・訴訟費用 あり あり



STAND UP/医書jp
• STAND UP

バックナンバーも読める

• 医書jp内の言語聴覚研究に
すべてアクセス可能



県医療福祉拠点

• 滋賀県リハビリテーション推進団体協議会（旧POS連絡協議会）として入居

• 県からの基金を用いた人材育成事業、自動車運転支援事業、滋賀JRAT等で
この拠点を活用予定



協会から：臨床実習の変更

• R8年度から、PT/OTと同様にクリニカル・クラークシップ

（参加型臨床実習）が開始となる。

• 現行：臨床経験5年以上

• 変更：臨床経験5年以上＋臨床実習指導者講習会受講者

• 開始時期：R8年度の評価実習、臨床実習（総合実習）から開始

• 今年度、臨床実習指導者講習会が各地で開催

• 滋賀県では8月29、30日に開催予定



県内養成校

• びわこリハビリテーション専門職大学

リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科が開学

• 卒業生が県内で働くことができるように。

• 県内養成校の学生の実習受け入れ等をお願いします。



今後とも士会活動へのご理解と
ご協力をよろしくお願い致します。

ご不明な点やご意見がございましたら、ご連絡頂けますと幸いです。
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